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令和３年第４回伊勢崎市議会定例会提出予定議案（概要） 

種  別 件 名 件 数 

専決処分 財 政 関 係 令和３年度伊勢崎市一般会計補正予算（第５号）の専決

処分の承認について 

ほか１件 

２ 

計 ２ 

条例関係 新 規 制 定 伊勢崎市押印等の手続の見直しに伴う関係条例の整備に

関する条例案 

１ 

一 部 改 正 伊勢崎市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例案 

ほか３件 

４ 

計 ５ 

財政関係 決 算 認 定 令和２年度伊勢崎市一般会計歳入歳出決算認定について 

ほか１０件 

１１ 

補 正 予 算 令和３年度伊勢崎市一般会計補正予算（第７号） 

ほか４件 

５ 

計 １６ 

そ の 他 市 道 路 線 市道路線の廃止について 

ほか２件 

３ 

計 ３ 

合 計 ２６ 

※ 報 告

第１１号 和解及び損害賠償の額を定めることについての専決処分の報告について 

第１２号 和解及び損害賠償の額を定めることについての専決処分の報告について 

第１３号 令和２年度伊勢崎市土地開発基金運用状況について 

第１４号 令和２年度伊勢崎市美術品等取得基金運用状況について 

第１５号 令和２年度伊勢崎市健全化判断比率の報告について 

第１６号 令和２年度伊勢崎市資金不足比率の報告について 



2 

 

令和３年第４回伊勢崎市議会定例会提出予定議案（内容説明） 

種別 番号 件  名 内  容 主管課名 

専決処分 ７３ 令和３年度伊勢崎市一

般会計補正予算（第５

号）の専決処分の承認

について 

※歳入歳出予算の総額にそれぞれ

262,801 千円を追加し、総額をそ

れぞれ 77,052,645 千円としたも

の 

財政課 

 

 

 

７４ 令和３年度伊勢崎市一

般会計補正予算（第６

号）の専決処分の承認

について 

※歳入歳出予算の総額にそれぞれ

38,090千円を追加し、総額をそれ

ぞれ77,090,735千円としたもの 

財政課 

決算認定 ７５ 令和２年度伊勢崎市一

般会計歳入歳出決算認

定について 

歳入決算額 100,989,393,695円 

歳出決算額  97,790,648,524円 

歳入歳出差引残額 

3,198,745,171円 

財政課 

７６ 令和２年度伊勢崎市小

型自動車競走事業費特

別会計歳入歳出決算認

定について 

歳入決算額  21,614,841,085円 

歳出決算額  21,070,587,176円 

歳入歳出差引残額 

544,253,909円 

財政課 

７７ 令和２年度伊勢崎市学

校給食センター事業費

特別会計歳入歳出決算

認定について 

歳入決算額   2,007,261,300円 

歳出決算額   1,970,281,641円 

歳入歳出差引残額 

36,979,659円 

財政課 

７８ 令和２年度伊勢崎市国

民健康保険特別会計歳

入歳出決算認定につい

て 

歳入決算額  19,739,574,472円 

歳出決算額   19,269,378,824円 

歳入歳出差引残額 

470,195,648円 

財政課 

７９ 令和２年度伊勢崎市後

期高齢者医療特別会計

歳入歳出決算認定につ

いて 

歳入決算額    2,379,819,373円 

歳出決算額    2,370,887,820円 

歳入歳出差引残額 

8,931,553円 

財政課 

８０ 令和２年度伊勢崎市介

護保険特別会計歳入歳

出決算認定について 

歳入決算額   17,188,569,243円 

歳出決算額   16,633,113,533円 

歳入歳出差引残額 

555,455,710円 

財政課 

８１ 令和２年度伊勢崎市水 ※収益的収入及び支出 財政課 
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道事業の決算認定につ

いて 

収入     4,359,003,114円 

支出   3,582,548,950円 

差引     776,454,164円 

※資本的収入及び支出

収入   1,389,753,700円 

支出   3,063,216,230円 

差引    △1,673,462,530円

資本的収入額が資本的支出額に不

足する額 1,673,462,530 円は、当

年度分消費税及び地方消費税資本

的収支調整額 183,268,182 円、当

年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金

965,036,154円、減債積立金525 

,158,194円で補塡した。 

８２ 令和２年度伊勢崎市公

共下水道事業の決算認

定について 

※収益的収入及び支出

収入     2,636,691,944円 

支出   2,536,864,769円 

差引      99,827,175円 

※資本的収入及び支出

収入   1,381,406,840円 

支出   2,219,441,985円 

差引      △838,035,145円

資本的収入額が資本的支出額に不

足する額 838,035,145 円は、当年

度分消費税及び地方消費税資本的

収支調整額 29,465,269 円、引継

金 141,503,738 円、当年度分損益

勘定留保資金 667,066,138 円で補

塡した。 

財政課 

８３ 令和２年度伊勢崎市農

業集落排水事業の決算

認定について 

※収益的収入及び支出

収入 445,436,054円 

支出  424,619,666円 

差引      20,816,388円 

※資本的収入及び支出

収入     222,771,000円 

支出     341,518,575円 

差引     △118,747,575円

資本的収入額が資本的支出額に不

足する額118,747,575円は、引継

金25,150,675円、当年度分損益

勘定留保資金93,596,900円で補

財政課 



4 

塡した。 

８４ 令和２年度伊勢崎市特

定地域生活排水処理事

業の決算認定について 

※収益的収入及び支出

収入  13,286,881円 

支出   11,785,815円 

差引 1,501,066円 

※資本的収入及び支出

収入      10,288,000円 

支出      12,176,380円 

差引        △1,888,380円

資本的収入額が資本的支出額に不

足する額 1,888,380 円は、当年度

分消費税及び地方消費税資本的収

支調整額 110,819 円、引継金

1,777,561円で補塡した。 

財政課 

８５ 令和２年度伊勢崎市病

院事業の決算認定につ

いて 

※収益的収入及び支出

収入    16,442,685,441円 

支出    16,225,234,173円 

差引 217,451,268円 

※資本的収入及び支出

収入   880,953,000円 

支出 2,082,659,355円 

差引   △1,201,706,355円

資本的収入額が資本的支出額に不

足する額 1,201,706,355 円は、当

年度分消費税及び地方消費税資本

的収支調整額 3,606,561 円（病院

事業 3,603,807 円、介護老人保健

施設事業 2,754 円）、過年度分損

益勘定留保資金 1,198,099,794 円

で補塡した。 

財政課 

条例関係 ８６ 伊勢崎市押印等の手続

の見直しに伴う関係条

例の整備に関する条例

案 

押印等を求める手続の見直しに

伴い、制定の必要を認めたもの 

【概要】 

押印等を求める手続の見直しに

係る規定を整備するもの 

事務管理

課 

８７ 伊勢崎市放課後児童ク

ラブ条例の一部を改正

する条例案

伊勢崎市宮郷小学校放課後児童

クラブを廃止することに伴い、改

正の必要を認めたもの 

【概要】 

伊勢崎市宮郷小学校放課後児童

子育て支

援課 
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クラブに係る規定を削るもの 

８８ 伊勢崎市特定教育・保

育施設及び特定地域型

保育事業の運営に関す

る基準を定める条例の

一部を改正する条例案 

特定教育・保育施設及び特定地

域型保育事業並びに特定子ども・

子育て支援施設等の運営に関する

基準及び子ども・子育て支援法施

行規則の一部を改正する内閣府令

による特定教育・保育施設及び特

定地域型保育事業並びに特定子 

ども・子育て支援施設等の運営に

関する基準の一部改正に伴い、改

正の必要を認めたもの 

【概要】 

⑴ 用語の整理を図るもの

⑵ 特定教育・保育施設等が書面

等により行うことが規定されて

いる記録、作成、保存その他こ

れらに類するものを電磁的記録

により行うことができるよう規

定するもの

⑶ 書面等が電磁的記録により作

成されている場合において、当

該書面等の交付又は提出に代え

て、電磁的方法により提供する

ことができるよう規定するもの

こども保

育課 

８９ 伊勢崎市特定教育・保

育施設及び特定地域型

保育事業の利用者負担

に関する条例の一部を

改正する条例案 

子ども・子育て支援法施行令の

一部を改正する政令による子ど

も・子育て支援法施行令の一部改

正及び小規模住居型児童養育事業

を行う者に係る利用者負担の額を

定めることに伴い、改正の必要を

認めたもの 

【概要】 

⑴ 満３歳未満保育認定子どもに

係る利用者負担の額について、

小規模住居型児童養育事業を行

う者に委託されている満３歳未

満保育認定子どもについては、

０円とするもの

⑵ 市立保育所で実施する時間外

保育及び一時預かり事業の利用

者負担の額について、小規模住

こども保

育課 
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居型児童養育事業を行う者に委

託されている教育・保育給付認

定子ども等については、０円と

するもの 

９０ 伊勢崎市都市公園条例

の一部を改正する条例

案 

伊勢崎市民プールを廃止するこ

とに伴い、改正の必要を認めたも

の 

【概要】 

伊勢崎市民プールに係る規定を

削るもの 

スポーツ

振興課

補正予算 ９１ 令和３年度伊勢崎市一

般会計補正予算（第７

号） 

※歳入歳出予算の総額にそれぞれ

1,107,674 千円を追加し、総額を

それぞれ 78,198,409 千円とする

もの

※地方債を補正するもの

財政課 

９２ 令和３年度伊勢崎市小

型自動車競走事業費特

別会計補正予算（第１

号） 

※歳入歳出予算の総額にそれぞれ

543,253 千円を追加し、総額をそ

れぞれ 21,789,097 千円とするも

の

財政課 

９３ 令和３年度伊勢崎市学

校給食センター事業費

特別会計補正予算（第

１号） 

※歳入歳出予算の総額にそれぞれ

52,218千円を追加し、総額をそれ

ぞれ2,191,681千円とするもの

財政課 

９４ 令和３年度伊勢崎市国

民健康保険特別会計補

正予算（第１号） 

※歳入歳出予算の総額にそれぞれ

2,411 千円を追加し、総額をそれ

ぞれ18,725,865千円とするもの

財政課 

９５ 令和３年度伊勢崎市介

護保険特別会計補正予

算（第１号） 

※歳入歳出予算の総額にそれぞれ

561,362 千円を追加し、総額をそ

れぞれ 17,652,775 千円とするも

の

財政課 

その他 ９６ 市道路線の廃止につい

て 

２１路線 道路維持

課 

９７ 市道路線の認定につい

て 

１５路線 道路維持

課 

９８ 市道路線の変更につい

て 

１６路線 道路維持

課 




